












東通村地域おこし協力隊　募集要項
【フリーミッション：活動提案型】










１．募集の背景
本州最北東端の青森県東通村は、人口約５，４００人で、漁村や農村が共存する村となっています。また、本州最北東端の岬「尻屋埼灯台」付近には寒立馬という馬が生息しており、毎年多くの観光客が訪れています。
東通村では地方創生に関わる様々な取り組みに挑戦しています。多くの大学生が長期休暇中にインターンシップ生として滞在したり、地域外の若者が移住したりと、多くの「関わりしろ」がある村です。また、令和７年度は村内において地域おこし協力隊３名が活躍しており、移動販売車（買い物支援）の運営や空き家の利活用、産業振興などに取り組んでいます。
今年度より、東通村では活動提案型の地域おこし協力隊を募集することといたしました。「東通村で面白い取り組みを実施してみたい！」、「自分の夢を東通村にて挑戦してみたい！」など皆様の提案を地域で実現できるように支えていきます。ご応募お待ちしております。
　

２．活動内容
●フリーミッション（協力隊希望者による提案型）
　東通村の地域課題解決に資する活動や、定住するために必要な起業・就業を目指した活動を自由に提案していただきます。

●活動例
　　①農林漁業等の地域資源活用や販路拡大
　　②地域教育に関わる取り組み
　　③地域のＰＲ活動
　　④観光資源を活用した交流人口拡大
　　⑤健康増進に関わる取り組み
　　⑥地区住民と連携した地域イベントの実施
　　⑦防災・減災に関わる取り組み
　　⑧鳥獣対策に関わる取り組み
　　⑨定住の為の活動（起業に向けた取り組み）


３．募集人員
　　１名程度


４．募集対象（応募条件）
①年齢２０歳以上、４０歳以下の方（令和７年４月１日時点）
②申込時点で、３大都市圏または地方都市等（過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しない市町村）に在住し、採用後に東通村に住民票を異動し、居住できる方 
※地域要件に関しては事前にお問い合わせください。
③東通村に１年以上居住する意向のある方 
④心身ともに健康で誠実に業務を行うことができる方 
⑤普通自動車運転免許を有し、日常的な運転に支障のない方 
⑥過疎地域の活性化に意欲があり、地域住民とともに積極的に活動ができる方 
⑦パソコン（ワード、エクセルなど）の一般的な操作ができる方 
⑧活動期間終了後に東通村において起業や就業をし、定住してもいいと考えている方 
⑨地方公務員法第１６条に規定する一般職員の欠格条項に該当しない方


５．身分・任用期間 
　　募集テーマや希望に応じて働き方を選択できます。
　　
　（１）任用型隊員
　　　①東通村会計年度任用職員として任用します。（地方公務員法の改正によって、パ
ートタイム会計年度任用職員として一会計年度毎の任用となります。）
　　　②任用期間は、任用開始日から最大３年を限度に協力隊員として任用します。
なお、着任日は令和８年４月１日以降とします。（要相談）
　　　③東通村地域おこし協力隊設置要項及び東通村会計年度任用職員の任用に関する規
則に準じます。

　（２）委託型隊員
　　　個人事業主として協力隊業務を請け負うことを希望する場合は村と隊員本人が業務
内容の相談や確認のすり合わせを行った上で業務委託契約を締結します。また、委託
契約は１年度ごとを基本とします。（例：任期１年目の始期が９月１日である場合、
９月１日から翌年の３月３１日までを委託期間とします。）
　委託型隊員も任用型隊員同様に最大３年を限度に協力隊員として任用します。

　※任用型から委託型への切り替えについて
　　任用型隊員として着任した場合でも、２年目以降は自分の目標等に合わせて「引き続
き会計年度任用職員（または委託型隊員）として協力隊活動を行う」、「会計年度任用
職員から委託型隊員に」など、任期途中においても自分の働き方を選択できます。
　なお、協力隊員としての任期は、任用型隊員及び委託型隊員としての期間を合算して
最大３年間となります。
　　

６．勤務地
　　青森県下北郡東通村


７．勤務時間
　　募集テーマや希望に応じて働き方を選択できます。
　　
　（１）任用型隊員
　　　週４０時間以内（基本は８：１５〜１７：００としますが、その日の勤務内容により上記以外の時間帯を勤務時間に指定する場合があります。）

　（２）委託型隊員
　　　個人事業主として、協力隊業務を請け負うため、勤務時間の定めはありません。


８．報酬等
　（１）任用型隊員　２４０，０００円程度（月額）※期末手当支給なし
　　　月額報酬のほか、活動費等が支給されます。

　（２）委託型隊員
　　　原則として、任用型隊員と同額の報酬額及び協力隊としての活動費を合算した予算
の範囲内でお支払いします。
※活動内容のすり合わせと活動費の算定を行うため、事前に事業計画等の提出を求
めます。


９．福利厚生・待遇
（１）共通事項
　　①協力隊としての活動期間中の住居は村と隊員が協議のうえで決定します。
　　　※住居手当支給なし
　　　②引っ越しに必要な経費については、各自の負担となります。

（２）任用型隊員　　
　　①任用型の隊員については、社会保険（雇用保険、厚生年金、雇用保険）に加入し
ます。
②任用型隊員としての活動中に使用する機材等については村から貸与します。貸与されたに機材等については、業務以外での使用はできないものとします。
　　 ③任用型隊員については、作業着等を貸与します。

　（３）委託型隊員
　　　委託型隊員については、個人事業主として業務を請け負うこととなるため、国民健
康保険、車両やパソコン等にかかる経費はご自身で負担していただきます。


１０．休日・休暇
　（１）任用型隊員　
　　　①原則、土曜日、日曜日、国民の祝日、１２月２９日から１月３日までの間としま
すが、勤務の都合で休日を振り替えることもあります。
　　　②年次休暇・特別休暇等は村規則に則った日数の予定です。
　　　　
　（２）委託型隊員
　　　個人事業主として、ご自身で休日等を設定することができます。


１１．応募方法について
（１）募集期間
令和７年１２月１日〜令和８年２月２８日
　　※今回の募集では１名の採用を予定しております。
選考は随時行い、１名の採用が決まった時点で募集を終了します。

（２）提出書類
　　・東通村地域おこし協力隊応募用紙
　　・フリーミッション型企画提案書（WordやPowerpointなど任意様式）
　　・住民票の写し（１ヶ月以内のもの）
    ・免許証のコピー

（３）選考方法
　　エントリーを希望する方は、上記の提出書類を以下に記載する申し込み先である東通村役場企画課までメールにて提出ください。
　　なお、応募書類を受け付けた後、以下の選考の流れで実施します。

　　①１次選考：書類審査
　　　　応募書類をもとに東通村地域おこし協力隊募集担当者による書類選考を実施しま
す。選考結果はメールにてお伝え致します。

　　②最終選考：現地面接
　　　　選考通過者を対象に、東通村役場内にて面接を行います。実施場所や日程等の詳細
は選考結果を通知する際に応募者へお知らせします。選考結果は後日、文書で通知し
ます。

応募に関わる費用は全て応募者の負担となります。

【本エントリー申し込み及び書類提出先】　※メールにてご連絡ください。
　東通村役場　企画課　須田
〒039-4292 青森県下北郡東通村砂子又沢内５−３４
TEL：0175-27-2111（内222）    メールアドレス： shota_suda@vill.higashidoori.lg.jp



